
　65歳以上の新型コロナウイルスワクチンの市への配分について、 4月12日㈪～
5月 9日㈰の期間に、計6,825回分（約3,400人分）の供給が決まっています。今後、
国からは随時出荷される予定で、市に 5月末以降も随時、供給される見込みです。
予約やスケジュールについては、以下のとおりです。

新型コロナウイルスワクチン接種
問 新型コロナウイルスワクチン対策室（ 2 階） ☎561‐0184、561‐2482
　 市専用コールセンター  ☎0570‐009‐300 （平日 9：00～17：00 ※ 5 月までは土・日曜、祝日も対応）

接種会場
接種機関

●市役所（草津三） 5 月 9 日㈰、15日～ 9月26日の土・日曜日
●近江草津徳洲会病院（東矢倉三）
　5月 2日㈰、15日～ 9月26日の土・日曜日、5月10日㈪以降の平日（祝日を除く）
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● 1 回目の予約をした人は

よくある質問

4 月に予約サイトから予約した
人は、混雑により予約が完了して
いないことがありますので、ログ
イン後に表示されるマイページ下
部の「予約情報」から、予約が完
了しているのかを今一度ご確認く
ださい。
また、 1回目の予約のみをした
人（ 1回目予約情報が表示され、 2
回目予約情報がない人）は、 2回目
の予約の手続きをお願いします（ 1
回目の接種が済んでいなくても予
約はできます）。

Q 接種当日に要する時間は？

A 待ち時間によりますが、30分
から 1 時間かかる予定です。❶受
付（予診票の記入）、❷予診（問診）、
❸接種、❹健康観察（15～30分）と
いう流れになります。あらかじめ、
検温と予診票の記入は自宅で済ま
せてください。

Q 持病があるが
　　 接種して大丈夫?

A 薬を飲んでいるためワクチン
接種が受けられないということは
ありませんが、基礎疾患や免疫不
全がある人など、接種を慎重に検
討した方が良い場合がありますの
で、事前に主治医（かかりつけ医）
と相談してください。

Q�他の予防接種を受けていても
接種して大丈夫？

A 新型コロナワクチンとそれ以
外のワクチンは同時に接種できま
せんので、他の予防接種を受けて
から 2週間の間隔を空けて接種し
てください。

█ 予約について

5 月11日㈫ ９：00～
 　市専用コールセンター  
　 ☎0570-00９-300
対 �65歳以上
定 �約2,900人〔先着順〕
他 �接種日程は 5 月24日㈪～ 7
月31日㈯。コールセンター
からの受付になります
※予約サイトからの予約は
ご遠慮ください

市ホームページは
こちら

予約の確認は
こちら

予約
情報

草津市民
限定草津市

新しい生活様式応援

ホームページは
こちら

問商工観光労政課（ 4 階）☎561‒2351､561‒2486

市民で、テレワークを目的として、市
内の宿泊施設を利用する人（勤務先
の地域は問いません）

対

5 月17日㈪～ 9月30日㈭に、
❶Webか電話でプランを予約、❷利用
日当日にホテルなどで申請書を記入
し、利用者負担額を支払う（宿泊台
帳への記入要）。申請書は下記ホーム
ページからもダウンロードできます

申

自宅でのテレワークに不便を感じている
人や、職場に通うことが困難な人が、市
内のホテルなど宿泊施設のテレワークプ
ランを利用して、テレワークを実施でき
るよう支援します。

※妊娠中の人かその夫や、18歳未満の子どもがいる世帯、障害者。母子手帳、
淡海子育て応援カード（またはスマホのカード画面）、障害者手帳の提示要。
障害者の介護者については、障害者と同額の利用者負担が必要

～ 4,000円

4,001円～

1,000円
1,000円

＋4,000円超過額
500円

＋4,000円超過額

500円

テレワークプランの
利用料金（税込み）

利用者負担額（税込み）
一般 妊婦・子育て世帯・障害者※

Go Toトラベルは対象外●利用者 1日当たりの負担額

●利用可能施設   準備ができ次第ホームページで公表

第2弾

相談先
受診・相談センター

（旧帰国者・接触者
相談センター）

一般電話相談窓口

県相談窓口 ☎528-3621
（毎日24時間対応） ☎528-3637（毎日 8：30～17：15）

※外国語でのご相談は、しが外国人相談センター
（☎523-5646（平日10：00～17：00））をご利用ください

発熱などの風邪症状があるときは

新型コロナウイルスに関する支援策

❶まずは、かかりつけ医やお近くの
医療機関に電話などでご相談を

一時支援金
　国では、1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店
の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売
上が50％以上減少した中小法人・個人事業者などに、「緊
急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付が行
われています。
● 期間：5 月31日㈪まで
● 給付額：中小法人など  上限60万円
　　　　�個人事業者など  上限30万円

新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業
　県では、 1月に発令された緊急事態宣言の影響を受
けた県内中小企業などを対象として、国の一時支援金
への上乗せが実施されます。
● 期間：9月下旬(予定)まで　● 給付額：最大20万円

事業再構築補助金
　当面の需要や売り上げの回復が期待しづらいなど、ポ
ストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応
するために、中小企業などの事業再構築を支援するもの
です。

小規模事業者持続化補助金
　小規模事業者が取り組む販路開拓などのための、経費
の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支え
る小規模事業者などの生産性向上と、持続的発展を図る
ことを目的とします。
● 期間： 6 月 4 日㈮まで、10月 1 日㈮まで、� �

来年 2月 4日㈮まで
● 補助額：最大50万円

ご相談はこちらから
　受診・相談センターでは受診に関する相談を
受け付けています。必要に応じて、医療機関へ
案内されます。症状がない人で、家庭や地域・
職場での予防方法など、新型コロナウイルス感
染症に関する相談は、一般電話相談窓口へお問
い合わせください。

問  健康増進課（ 2 階）☎561-2323、561-2482

問  商工観光労政課（ 4 階）☎561-2351、561-2486

❸受診時には手洗いとマスクの
着用をお願いします

❷医療機関などが指定する方法
で受診してください

支援策について
詳しくはこちら
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